
（注）適用事業場情報の更新は１か月ごとに行っています。

事業主の方は、名称や所在地に変更がある場合は、変更が生じた日の翌日から起算して１０日以
内に「名称、所在地変更届」を（所轄の変更が生じた場合は、変更後の）労働基準監督署又は共
職業安定所（ハローワーク）に提出していただく必要があります。

「労働保険　口座振替」


